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「女性に対する暴力をなくす運動」についてご存知ですか？  
 

 

毎年、１１月１２日から１１月２５日まで

の２週間は、「女性に対する暴力をなくす運

動」期間で、１１月２５日は「女性に対する

暴力撤廃国際日」です。この暴力は、夫・パ

ートナーからの暴力(以下「ＤＶ」という)、

性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、

ストーカー行為等女性に対する暴力を指し

ています。 

これらの暴力は、女性の人権を著しく侵害

するものであり、決して許されるものではあ

りません。 

男女共同参画課の相談室では、「女性のあ

らゆる相談」を実施し、ＤＶについては、平

成２３年１０月より、配偶者暴力相談支援セ

ンターを開設し相談業務を行っています。 

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権

侵害です。そして、ＤＶ被害者の多くは女性であり、女性に対する暴力は、個人の尊

厳を傷つけると同時に、男女共同参画社会実現への妨げとなっています。 

 この運動の期間をきっかけに、暴力について考え、暴力のない社会づくりを考えて

みませんか。 

 

～男女共同参画であなたもわたしもハッピーに～ 
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主催講座のご案内  
 

 １１月・１２月の事業をご案内します。参加申込・詳細は、４階受付へ！ 

日時 事業名 場所 

11 月 16日（土） 

13：30～15：30 

現役大学生による寸劇・歌・ダンスから

知るデートＤＶ「素敵なカレ・カノジョ

の関係って？」（共催：ウィル市川） 

男女共同参画センター 

７階 研修ホール 

11 月 17日（日） 

14：00～16：00 

ワーク・ライフ・バランスセミナー 

「自分らしい働き方・生活スタイルをめ

ざして」 

男女共同参画センター 

７階 研修ホール 

12 月 15日（日） 

10：00～13：00 

 

親子ＤＥクッキング 

・クリスマスケーキ作り ほか 

男女共同参画センター 

６階 調理工房 

 

１2 月 ７日（土） 

13：30～15：30 

 

ハートフルヒューマンフェスタ 
いちかわ 2013 
（人権啓発事業） 
 

文化会館小ホール 
（好評につき入場券の 
申し込みは終了しました） 

 

 男女共同参画クイズに挑戦しよう！  

問題  ＤＶ（配偶者（事実婚含む）または元配偶者による身体的暴力、精神的暴力、

経済的暴力、性的暴力をいう。また、恋人などの親密な間柄にあるパートナー

からの暴力も含む。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。 

今年 3 月に、ＤＶに関する市川市 e-モニターアンケートを行いました。 

さて、このアンケートで、ＤＶにより「命の危険を感じた」と回答した女性

は何％だと思いますか？ちなみに、平成２３年度の全国の状況は、１３．４％

でした。  

答え ① １２．６％  ② ２５．２％  ③ ３３．９％ 

 

・男女共同参画センター４階受付で配布している回答用紙に記入の上、１１月末日 

までに、受付に設置してある回答箱にお入れください。 

・回答者の中から抽選で３名様に啓発グッズを差し上げます。 

・啓発グッズ当選者の発表は、翌月に４階受付横のボードに掲示します。 

たくさんの回答、お待ちしています。答えは次号で！ 

※10 月の答え（「市川市男女共同参画基本計画」の認知度）は、①約３０％でした。 

 この計画は、センター４階ロビーと資料室でご覧いただけます。 

なお、この計画に基づき具体的な取り組みを記載した実施計画のパブリックコメン

トを 11 月 7 日（木）から 12 月 6 日（金）まで実施します。 

皆さん一人ひとりが家庭で、地域で、“男女共同参画”の意識を持ち、活力のある

まちづくりを進めましょう。 

回答者 123 名のうち、正解者は 95 名でした。 

たくさんのご回答、ありがとうございました！！ 


